
先進医療実施医療機関（平成22年1月現在）

国内の粒子線施設の現況

千葉県 国立がんセンター東病院

先進医療実施医療機関（平成22年1月現在）

注１）若狭湾エネルギー研究センターの
み先進医療を実施していない。

陽子線
治療

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

注２）兵庫県立粒子線医療センターでは、
陽子線治療と重粒子線治療の両方を実
施している。

治療

茨城県 筑波大学附属病院
南東北がん陽子線

治療センター

福島県 （財）脳神経疾患研究所附属南東北がん陽子線治療センター

千葉県 （独）放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター病院

重粒子線
治療

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

平成２１年11月時点
出典：（財）医用原子力技術研究振興財団
http://www.juryushi.org/hospital_jpn/hospital.html
（一部改変）

（参考）建設中の施設一覧

陽子線
治療

福井県 福井県陽子線がん治療センター（仮称）

鹿児島県 がん粒子線治療研究センター
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鹿児島県 がん粒子線治療研究センター

重粒子線
治療

群馬県 群馬大学重粒子線医学研究センター



先進医療の施設基準

告示番号３３ 重粒子線治療（固形がんに係るものに限る。）の施設基準

イ 主として実施する医師に係る基準

(1) 専ら放射線科に従事し、当該診療科について十年以上の経験を有すること。
(2) 放射線科専門医であること。

養 経 有(3) 当該療養について二年以上の経験を有すること。
(4) 当該療養について、当該療養を主として実施する医師又は補助を行う医師として十例以
上の症例を実施しており、そのうち当該療養を主として実施する医師として五例以上の症例
を実施していることを実施していること。

ロ 保険医療機関に係る基準

(1) 放射線科を標榜していること。
(2) 実施診療科において、常勤の医師が二名以上配置されていること。
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
(4) 医療機器保守管理体制が整備されていること。
(5) 倫理委員会が設置されており、必要なときは必ず事前に開催すること。
(6) 医療安全管理委員会が設置されていること。
(7) 当該療養について十例以上の症例を実施していること
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(7) 当該療養について十例以上の症例を実施していること。


